
執
行
官
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

執
行
官
の
退
職
後
の
年
金
に
つ
い
て
の
暫
定
措
置
で
あ
る
恩
給
の
廃
止
に
か
ん
が
み
、
執
行
官
の
職
務
及
び
報
酬
制
度
の

特
殊
性
を
踏
ま
え
、
執
行
官
の
執
務
環
境
の
整
備
に
十
分
配
意
し
、
事
務
能
率
の
向
上
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

努
め
る
こ
と
。

二

近
年
、
ま
す
ま
す
拡
大
・
複
雑
化
し
て
い
る
執
行
官
の
職
務
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
執
行
官
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
の
確

保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
専
門
性
強
化
の
た
め
の
研
修
の
充
実
等
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


